
す
べて
の
自
転
車
利
用

者
に
対
し
て
自
転
車

乗
車
時
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト

着
用
が
努
力
義
務
に

　
道
路
交
通
法
の
一
部
改
正
に

よ
り
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か

ら
、
全
国
す
べ
て
の
自
転
車
利

用
者
に
対
し
、
自
転
車
乗
車
時

の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
が
努
力
義

務
化
さ
れ
ま
す
。

※
県
で
は
令
和
３
年
４
月
１
日

か
ら
自
転
車
利
用
者
の
ヘ
ル

メ
ッ
ト
着
用
が
努
力
義
務
化

さ
れ
て
い
ま
す
。

●
自
転
車
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト

購
入
費
用
の
一
部
を
補
助

　
令
和
４
年
の
愛
知
県
内
自
転

車
事
故
死
者
は
、
全
員
が
ヘ
ル

メ
ッ
ト
非
着
用
で
し
た
。
補
助

制
度
を
活
用
し
て
、
命
を
守
る

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
ま
し
ょ

う
。
詳
細
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

へ問
住
民
自
治
課

　
内
線
２
９
５

「
東
浦
町
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

支
援
交
付
金
」申
請
受
付
中
！

●
東
浦
町
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

支
援
交
付
金
と
は
？

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
が
町
内
で
行
う
事
業
に

対
し
て
、
最
大
10
万
円
を
交

付
し
ま
す
。

●
対
象
者

　

総
合
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー（
な
な
い
ろ
）に
登
録
し
て

い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア（
個
人
・

団
体
）、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

●
対
象
に
な
る
活
動

（
１
）地
域
の
公
共
的
な
課
題
を

解
決
す
る
た
め
の
事
業

（
２
）地
域
の
実
施
団
体
な
ど
に

お
け
る
人
材
の
発
掘
ま
た
は
育

成
に
関
す
る
事
業

（
３
）地
域
情
報
の
収
集
又
は
発

信
に
関
す
る
事
業

（
４
）コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
の
強

化
ま
た
は
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
に
関
す
る
事
業

　
な
ど

●
対
象
経
費

　
講
師
な
ど
へ
の
謝
金
・
謝
礼
、

消
耗
品
、
燃
料
費
、
印
刷
代
、

郵
便
料
金
、
保
険
料
、
会
場
使

用
料
、
事
務
所
の
賃
借
料
、
備

品
購
入
費
な
ど

●
受
付
期
間

　
４
月
３
日
月▢
～
９
月
29
日
金▢

●
申
請
方
法

　

申
請
書
と
添
付
書
類（
事
業

計
画
書
、
収
支
予
算
書
、
規
約

な
ど
団
体
の
概
要
が
わ
か
る
資

料
）を
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
ま
た

は
直
接
問
い
合
わ
せ
先
へ

※
申
請
書
は
住
民
自
治
課
、
総

合
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

（
な
な
い
ろ
）で
配
布
ま
た
は

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド

●
審
査
方
法

　
提
出
さ
れ
た
申
請
書
お
よ
び

添
付
書
類
を
審
査
し
、
交
付
・

不
交
付
を
決
定
し
ま
す
。

問
住
民
自
治
課　
内
線
２
９
５

（
８
２
）０
８
９
０

jum
injichi@

tow
n.

aichi-higashiura.lg.jp

マ
イ
ス
タ
デ
ィ
・

マ
イ
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
講
座

学
び
た
い
！

　
教
え
た
い
！

　
　
思
い
を
形
に
！

①
マ
イ
ス
タ
デ
ィ
講
座

　
「
こ
ん
な
こ
と
を
習
い
た

い
！
」学
び
た
い
人
が
自
ら
企

画
・
運
営
す
る
講
座
で
す
。

②
マ
イ
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
講
座

　
「
得
意
な
こ
と
を
生
か
し
た

い
！
」教
え
た
い
人
が
自
ら
企

画
・
運
営
す
る
講
座
で
す
。

■
講
座
開
催
ま
で
の

　
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

（
１
）申
請
書
を
提
出

（
２
）審
査
の
う
え
、開
催
を
決
定

（
３
）参
加
者
を
募
集

（
４
）講
座
を
開
催

※
定
員
の
半
数
以
上
の
申
込
み

が
必
要

■
募
集
内
容

●
講
座
開
催
時
期

　
８
月
中
旬
～
３
月
中
旬

●
募
集
講
座
回
数

　
①
10
回
分　
②
30
回
分

※
１
講
座
５
回
ま
で

※
講
座
１
回
２
時
間
程
度

●
申
込
み

　
４
月
５
日
水▢
～
５
月
８
日
月▢

に
申
請
書
を
問
い
合
わ
せ
先
へ

※
申
請
書
お
よ
び
案
内
は
文

化
セ
ン
タ
ー
で
配
布
ま
た

は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

■
追
加
募
集
に
つ
い
て

　

募
集
講
座
回
数
に
達
し
な

か
っ
た
場
合
の
み
、
先
着
順
で

募
集
し
ま
す
。

●
募
集
期
間

　
７
月
３
日
月▢
～
９
月
30
日
土▢

問
文
化
セ
ン
タ
ー

☎（
８
３
）９
５
６
７

も っ と 知 り た い
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「
東
浦
町
立
地
適
正
化
計
画
」を

策
定
し
ま
し
た

一
定
の
行
為
を
行
う
場
合
は
、

届
出
が
必
要
に
な
り
ま
す

　
東
浦
町
立
地
適
正
化
計
画
を

策
定
し
、令
和
５
年
４
月
１
日
に

公
表
し
ま
し
た
。こ
の
計
画
の
公

表
に
伴
い
、都
市
再
生
特
別
措

置
法
の
規
定
に
よ
り
、左
表
の
い

ず
れ
か
の
行
為
に
着
手
す
る
日

の
30
日
前
ま
で
に
町
長
へ
届
出

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
詳
細
は

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
問
い
合

わ
せ
先
へ

問
都
市
計
画
課　
内
線
３
３
２

４
月
２
日
は「
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー
」

４
月
２
日
～
８
日
は「
発
達
障
害
啓
発
週
間
」

■
発
達
障
が
い
と
は

　

自
閉
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
症

（
Ａ
Ｓ
Ｄ
）、
学
習
障
害（
Ｌ
Ｄ
）、

注
意
欠
如
多
動
性
障
害

（A
D

H
D

）な
ど
の
、
通
常
低

年
齢
に
お
い
て
発
現
す
る
脳
機

能
の
障
が
い
で
す
。
他
人
と
の

関
係
づ
く
り
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
が
苦
手
、
知
的
能

力
が
低
い
わ
け
で
は
な
い
の
に
、

学
力
や
話
す
力
、
言
葉
の
理
解

力
の
遅
れ
が
あ
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

発
達
障
が
い
を
知
る
こ
と
、

理
解
す
る
こ
と
は
、
誰
も
が
幸

せ
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
社

会
の
実
現
に
つ
な
が
り
ま
す
。

■
発
達
障
が
い
に
は
ど
ん
な
も

の
が
あ
る
？

●
自
閉
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
症

　
（
Ａ
Ｓ
Ｄ
）

　

自
閉
症
、ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候

群
、広
汎
性
発
達
障
が
い
な
ど
を

含
む
概
念
で
す
。特
徴
と
し
て
対

人
関
係
が
苦
手
、言
葉
の
発
達
の

遅
れ
や
興
味・行
動
に
強
い
こ
だ

わ
り
が
あ
り
ま
す
。３
歳
位
ま
で

に
い
ず
れ
か
の
特
徴
が
現
れ
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

●
学
習
障
害（
Ｌ
Ｄ
）

　
基
本
的
に
知
的
発
達
に
遅
れ

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
聞
く
、
話

す
、
読
む
、
書
く
な
ど
の
特
定

の
領
域
で
学
習
の
遅
れ
が
み
ら

れ
る
障
が
い
で
す
。

●
注
意
欠
陥
多
動
性
障
害

　
（AD

HD

）

　

年
齢
あ
る
い
は
発
達
に
不
釣

り
合
い
な
注
意
力
、衝
動
性
、多

動
性
を
特
徴
と
す
る
行
動
の
障

が
い
で
す
。７
歳
ま
で
に
特
徴
が

現
れ
、社
会
的
な
活
動
や
学
業

の
機
能
に
支
障
を
き
た
し
ま
す
。

■
発
達
障
が
い
が
あ
る
方
に
は

年
齢
な
ど
、
相
手
に
合
わ
せ

た
配
慮
が
必
要
で
す

　
例
え
ば
…

・
相
手
の
意
図
が
く
み
取
り
に

く
い
と
感
じ
ら
れ
る
と
き
は
、

説
明
者
の
意
図
が
伝
わ
っ
て

い
な
い
可
能
性
を
考
慮
し
て

応
対
す
る
。

・
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
苦
手
な
場
合
は
、
視
覚

情
報
で
簡
潔
に
伝
え
る
。

・
感
覚
過
敏
の
人
に
は
、
落
ち

着
い
た
環
境
を
用
意
す
る
。

・
こ
だ
わ
り
が
あ
る
人
に
は
、

こ
だ
わ
り
を
受
け
止
め
た
う

え
で
、
適
切
に
応
対
す
る
。

■
発
達
障
が
い
に
関
す
る
相
談

を
し
た
い
と
き

　

発
達
障
が
い
が
あ
る
方
や
、

そ
の
家
族
、
そ
れ
に
か
か
わ
る

方
な
ど
、
ど
な
た
で
も
利
用
可

能
で
す
。

●
あ
い
ち

　
発
達
障
害
者

　
支
援
セ
ン
タ
ー

▼
電
話
相
談　

　
月
～
金
曜
日

・
受
付
時
間

　
午
前
10
時
～
正
午
、

　
午
後
１
時
～
４
時

☎
０
５
６
８（
８
８
）０
８
４
９

▼
来
所
相
談（
予
約
制
）

　

月
、
木
曜
日（
祝
日
、
年
末

年
始
を
除
く
）

・
予
約
受
付
時
間

　
午
前
９
時
～
正
午
、

　
午
後
１
時
～
５
時

☎
０
５
６
８（
８
８
）０
８
１
１

　
内
線
８
１
０
９

問
障
が
い
支
援
課

　
内
線
１
６
２ 

【居住誘導区域に関する届出】
居住誘導区域外において一定規模以上の住宅などの開発・建築などを
行う場合

開発行為 建築等行為
・３戸以上の住宅の建築目的の開

発行為　
・１戸または２戸の住宅の建築目

的の開発行為で1,000㎡以上の
規模のもの

・３戸以上の住宅を新築しようと
する場合

・建築物を改築し、または建築物
の用途を変更して３戸以上の住
宅とする場合

【都市機能誘導区域に関する届出】
・都市機能誘導区域外において誘導施設の開発・建築などを行う場合

開発行為 建築等行為

誘導施設を有する建築物の建築を
目的とする開発行為

誘導施設を有する建築物の新築、
改築もしくは用途を変更して誘導
施設を有する建築物とする場合

・都市機能誘導区域内において誘導施設の廃止・休止を行う場合

も っ と 知 り た い
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県
立
大
府
も
ち
の
き

特
別
支
援
学
校

よ
つ
ば
相
談

　
保
育
所
・
幼
稚
園
や
学
校
の

生
活
に
な
じ
め
な
い
、
学
習
に

集
中
で
き
な
い
、
理
解
力
は
あ

る
の
に
文
字
を
読
む
こ
と
が
苦

手
な
ど
、
気
に
な
る
子
ど
も
の

理
解
の
仕
方
や
支
援
の
方
法
に

つ
い
て
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
と
こ
ろ

　
県
立
大
府
も
ち
の
き
特
別
支

援
学
校

●
対
象

　
東
浦
町
、
大
府
市
、
東
海
市
、

豊
明
市
に
在
住
の
保
護
者
の
方

や
保
育
所
・
幼
稚
園
、
小
・
中

学
校
、
高
等
学
校
の
先
生

●
相
談
料　
無
料

●
受
付　
随
時

※
相
談
日
時
は
電
話
申
込
時
に

相
談
の
う
え
決
定

※
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、

安
心
し
て
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

問
県
立

　
大
府
も
ち
の
き

　
特
別
支
援
学
校

　
相
談
支
援
部

☎（
４
６
）３
０
１
１

ひ
と
り
親
家
庭
等
に
関
す
る
手
当
制
度

　
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
生
活

の
安
定
と
児
童
の
健
全
育
成
の

た
め
、
児
童
を
監
護
養
育
す
る

方
へ
手
当
を
支
給
す
る
制
度
で

す
。
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る

方
お
よ
び
児
童
は
、
町
内
に
居

住
し
て
い
れ
ば
国
籍
は
問
い
ま

せ
ん
。
手
当
は
、
国
の
児
童
扶

養
手
当
、
県
遺
児
手
当
、
町
遺

児
手
当
で
、
す
べ
て
所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
。
手
当
の
概
要
や

支
給
要
件
、
所
得
制
限
に
つ
い

て
は
問
い
合
わ
せ
先
へ

●
注
意

　

事
実
婚（
異
性
の
頻
繁
な
訪

問
や
同
居
、経
済
的
援
助
な
ど
）

の
場
合
は
、
手
当
は
申
請
で
き

ま
せ
ん
。
ま
た
、
各
手
当
を
受

給
中
の
方
が
事
実
婚
と
な
っ
た

場
合
は
資
格
喪
失
や
返
還
な
ど

が
生
じ
ま
す
。

●
一
部
支
給
停
止
措
置
な
ど

　
児
童
扶
養
手
当
は
原
則
、
手

当
の
支
給
開
始
月
の
初
日
か
ら

起
算
し
て
５
年
を
経
過
す
る
と
、

受
給
資
格
者
が
父
ま
た
は
母
の

場
合
、
手
当
の
２
分
の
１
が
支

給
停
止
と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
①
ま
た
は
②
に
よ

り
必
要
書
類
を
期
限
内
に
提
出

し
た
場
合
、
支
給
停
止
が
解
除

さ
れ
ま
す
。
該
当
す
る
方
に
は

通
知
し
ま
す
の
で
、
必
要
書
類

を
郵
送
ま
た
は
直
接
問
い
合
わ

せ
先
へ

※
所
得
の
状
況
や
家
族
の
状
況

な
ど
に
変
化
が
あ
っ
た
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い

①
受
給
し
て
い
る
父
ま
た
は
母

な
ど
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合

・
就
業
し
て
い
る

・
求
職
活
動
な
ど
の
自
立
を
図

る
た
め
の
活
動
を
し
て
い
る

・
身
体
上
ま
た
は
精
神
上
の
障

が
い
が
あ
る

・
負
傷
ま
た
は
疾
病
な
ど
に
よ

り
就
業
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る

・
受
給
し
て
い
る
父
ま
た
は
母

な
ど
が
監
護
す
る
児
童
ま
た

は
親
族
が
障
が
い
、
負
傷
、

疾
病
、
要
介
護
状
態
な
ど
に

あ
り
、
介
護
す
る
必
要
が
あ

る
た
め
就
業
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る

② 

①
に
該
当
し
な
い
た
め
、

児
童
課
に
お
い
て
相
談
し
、

そ
の
上
で
求
職
活
動
な
ど
を

行
っ
た
場
合

●
そ
の
他

　
必
要
書
類
な
ど
の
詳
細
は
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
問
い
合

わ
せ
先
へ

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　
児
童
課　
内
線
１
４
０

児童扶養手当 県遺児手当 町遺児手当
受給者
（申請者） 父、母、養育者（祖父母、おじ、おばなど）

支給対象
児童

死別、離婚などにより父または母と生計を同一にしていない
児童、父または母に重度の障がいがある児童

支給期間
児童が18歳到達年度の末日まで
※施行令で定める程度の障がいがある
方は20歳未満まで

児童が18歳到達年度の末
日までの最長５年間

手当月額
（令和５年度）

▶児童１人の場合
　全額支給　44,140円
　一部支給　44,130～10,410円
▶児童２人の場合の加算額
　全額支給　10,420円
　一部支給　10,410～5,210円
▶児童３人以上の場合の加算額※

　全部支給　6,250円
　一部支給　6,240～3,130円
　※１人増すごとに加算

児童１人
につき

・１～３年目
　4,350円
・４～５年目
　2,175円
・６年目以降
　０円

児童１人に
つき
5,000円
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就
学
援
助
制
度

　
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
就
学

が
困
難
な
児
童
・
生
徒
の
保
護

者
に
対
し
て
、
学
用
品
費
、
学

校
給
食
費
、
修
学
旅
行
費
な
ど

の
援
助
を
行
い
、
義
務
教
育
の

機
会
均
等
を
確
保
す
る
制
度
で

す
。

●
対
象

　
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
保
護
者
の
方
は
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方
で
す
。
該

当
す
る
方
は
、
問
い
合
わ
せ
先

へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

・
生
活
保
護
世
帯
の
方

・
当
該
年
度
に
生
活
保
護
が
停

止
ま
た
は
廃
止
さ
れ
た
世
帯

の
方

・
町
民
税
が
非
課
税
ま
た
は
減

免
さ
れ
て
い
る
方

・
個
人
事
業
税
ま
た
は
固
定
資

産
税
が
減
免
さ
れ
て
い
る
方

・
国
民
年
金
の
掛
金
が
減
免
さ

れ
て
い
る
方

・
国
民
健
康
保
険
税
が
減
免
等

さ
れ
て
い
る
方

・
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て

い
る
方

・
社
会
福
祉
協
議
会
が
実
施
す

る
生
活
福
祉
資
金
の
貸
付
を

受
け
て
い
る
方

・
前
年
の
所
得
が
町
の
基
準
額

以
下
の
方

・
離
職
な
ど
に
よ
り
今
年
の
所

得
見
込
み
が
町
の
基
準
額
以

下
の
方

●
受
付　
随
時

問
学
校
教
育
課　
内
線
１
７
５

慰
霊
巡
拝

　
国
で
は
、
戦
没
者
を
慰
霊
す

る
た
め
、
遺
族
を
対
象
に
慰
霊

巡
拝
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
実

施
予
定
時
期
、
申
込
方
法
な
ど

は
問
い
合
わ
せ
先
へ

●
内
容

　

戦
没
者
の
配
偶
者（
再
婚
し

た
者
を
除
く
）、
父
母
、
子
、

兄
弟
姉
妹
、
参
加
遺
族（
子
・

兄
弟
姉
妹
）の
配
偶
者
、
戦
没

者
の
孫
、
甥お
い
、
姪め
い
の
旅
費
を
補

助
す
る
も
の

●
派
遣
地
域

　

中
国
東
北
地
方（
旧
満
州
地

区
全
域
）、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
、
硫
黄
島
な
ど

問
ふ
く
し
課　
内
線
１
３
７

公
益
目
的
通
報
の

外
部
通
報
先
が
変
わ
り
ま
す

　
「
東
浦
町
職
員
の
公
正
な
職

務
の
執
行
の
確
保
に
関
す
る
条
例

（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
条
例
）」で
は
、

町
民
や
職
員
が
町
の
組
織
内
で

行
わ
れ
て
い
る
法
令
や
公
益
に

違
反
す
る
行
為
を
発
見
し
た
際

に
、町
や
町
の
外
部
窓
口
に
通
報

す
る
た
め
の
手
続
き
と
対
応
方

法
、通
報
者
の
保
護
な
ど
を
定

め
た
公
益
目
的
通
報
制
度
を
定

め
て
い
ま
す
。令
和
５
年
４
月
１

日
か
ら
次
の
と
お
り
外
部
窓
口

が
変
更
と
な
り
ま
す
。

●
通
報
先

・
外
部
窓
口（
外
部
監
察
員
）

　
弁
護
士
法
人
半
田
み
な
と
法

律
事
務
所　
中
島
康
雄
弁
護
士

☎
０
５
６
９（
２
５
）０
０
０
８

０
５
６
９（
２
５
）０
０
０
９

〒
４
７
５-

０
９
２
５

　
半
田
市
宮
本
町

　
三
丁
目
２
１
７
番
地
21

　
セ
ン
ト
ラ
ル
ビ
ル
２
階

　
２
０
３
号
室

※
内
部
窓
口
は
変
更
あ
り
ま
せ

ん（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
委

員
会（
役
場
秘
書
人
事
課
））

問
秘
書
人
事
課　
内
線
２
２
１

緑
の
募
金
へ
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　
町
内
の
緑
化
と
緑
化
意
識
の

向
上
の
た
め
、
緑
の
募
金
運
動

を
実
施
し
ま
す
。　
　

●
募
金
期
間

　
４
月
１
日
土▢
～
５
月
31
日
水▢ 

●
募
金
箱
設
置
場
所

　
こ
の
は
な
館（
於
大
公
園
内
）、

行
政
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー（
イ

オ
ン
モ
ー
ル
東
浦
２
階
）、
各

地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

な
ど

問
公
園
緑
地
課　
内
線
２
６
１
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